
 
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
と
お
り

特
定
非
営
利
活
動
法
人
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
一
年
九
月
十
七
日 

広
島
県
知
事  

藤 
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雄 
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特
定
非
営
利
活

動
法
人
の
名
称

代
表
者

の
氏
名

主
た
る
事
務
所

の

所

在

地

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

申
請
の
あ
っ
た

年

月

日

特
定
非
営
利
活

動
法
人
Ｔ
Ｂ
Ｌ 

和
田 
芳
彦 

広
島
県
庄
原
市
川

北
町
三
二
七
八
番

地
一 

こ
の
法
人
は
、
映
像
製
作
に
関

す
る
事
業
を
通
じ
て
、
人
材
育

成
、
働
く
場
の
提
供
を
図
り
、

経
済
活
動
の
活
性
化
に
寄
与
す

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
ま

た
、
映
像
を
通
し
て
広
く
一
般

市
民
に
働
き
か
け
る
こ
と
に
よ

り
、
情
報
化
社
会
の
発
展
、
教

育
・
文
化
の
発
展
・
振
興
、
環

境
問
題
へ
の
意
識
向
上
に
寄
与

す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

平
成
二
一
年 

九
月
三
日 

特
定
非
営
利
活

動
法
人
ど
り
ぃ

む
わ
ぁ
く
す 

小
川 

一
三 

広
島
県
福
山
市
今

津
町
六
丁
目
六
番

一
八
号 

こ
の
法
人
は
、
障
が
い
者
な
ど

社
会
的
弱
者
に
対
し
て
、
就
労

体
験
、
生
活
体
験
、
自
然
体
験

な
ど
の
事
業
を
行
う
こ
と
で
、

障
が
い
者
の
創
造
活
動
を
推
進

す
る
と
と
も
に
、
社
会
参
加
の

機
会
の
拡
充
を
は
か
り
、
障
が

い
者
や
高
齢
者
や
子
ど
も
を
含

む
す
べ
て
の
人
が
さ
ま
ざ
ま
な

壁
を
の
り
こ
え
て
つ
な
が
り
支

え
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
生
き

が
い
を
持
ち
な
が
ら
、
心
身
と

も
に
健
康
で
幸
せ
に
暮
ら
せ
る

地
域
社
会
の
実
現
に
寄
与
す
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

平
成
二
一
年 

九
月
三
日 

特
定
非
営
利
活

動
法
人
“
結
婚

Ｖ
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
”
市
民
支
援

セ
ン
タ
ー 

空
久
保 

美

智
子 

広
島
県
広
島
市
安

佐
南
区
毘
沙
門
台

二
丁
目
五
二
番
一

五
号 

こ
の
法
人
は
、
結
婚
環
境
に
関

す
る
幅
広
い
分
野
で
の
調
査
・

分
析
を
基
に
未
婚
の
男
女
に
対

し
て
、
結
婚
に
拘
わ
る
教
育
、

交
流
、
相
談
な
ど
の
事
業
を
行

い
、
結
婚
を
取
り
巻
く
環
境
向

上
の
促
進
を
図
る
と
と
も
に
、

広
島
の
活
気
あ
る
元
気
な
ま
ち

づ
く
り
の
推
進
に
寄
与
す
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
。 

平
成
二
一
年 

九
月
四
日 

 


